
 

公募型プロポーザルの公告  公募型プロポーザルにより業務委託者の選定を行いますので、次のとおり公告します。    令和８年４月２０日                            奈良県知事 山下 真  １． 公募型プロポーザル公告に付する事項 （１） 委託業務名 令和８年度奈良県南部・東部市町村の人材確保に係る PR 活動支援業務 （２） 委託期間 契約締結日から令和９年３月１９日（金）まで （３） 委託業務の内容等 別添「令和８年度奈良県南部・東部市町村の人材確保に係る PR 活動支援業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に記載のとおり （４）委託上限額 14,993,000 円（消費税及び地方消費税 1,363,000 円に相当する額を含む）  ２． 参加資格    次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。 （１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 （２）国税及び地方税を滞納していない者であること。 （３）奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期間中でない者であること。 （４）⺠事再⽣法の規定による再生手続開始の申立て中または再生手続中でないこと。 （５）会社更生法の規定による更生手続開始の申立て中または更生手続中でないこと。 （６）物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月奈良県告示第４２５号）による競争入札参加資格者名簿に、営業種目Ｑ５①広告・イベント業務で登録されている者（参加表明書提出締切時点において、当該登録が認められている者）であること。 （７）役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（常時物品購入等契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ）の代表者を、個人にあってはその者（支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下｢暴対法｣という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 （８）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実



 
 質的に関与していないこと。 （９）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。 （10）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。 （11）(９)及び(10)に挙げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 （12）同種業務の全てを公告日から過去５年間に受託し、同期間内に履行を完了した実績を有する者であること。 ※ 同種業務とは、採用に関するＳＮＳ及び WEB サイトでの情報発信、説明会の運営業務をいう。  ３． 失格事項 参加者が次のいずれかに該当するときは失格とする。 (1) 提出書類の提出期限までに所定の書類が整わなかったとき (2) 提案に参加する資格がない者が提案したとき (3) 本企画提案に対して、複数の提案をしたとき (4) 提出のあった企画提案書等が、様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、その補正に応じないとき (5) 提出書類に虚偽又は不正があったとき (6) 提出のあった企画提案書等において、委託上限額を超える見積を提案したとき (7) その他、不正な行為があったとき  ４． 参加手続き等 (1) 担当課 奈良県 総務部 知事公室 美しい南部東部振興課 〒634-0003 奈良県橿原市常盤町 605-5 TEL：0744-48-3015 FAX：0744-48-3135 MAIL:nanbu@office.pref.nara.lg.jp (2) 実施要領、仕様書及び様式の交付期間、交付場所等 ① 交付期間 令和8年４月２０日（月）から５月１８日（月）午後３時まで ② 交付場所 (1)の担当課にて配布及び「奈良県美しい南部東部振興課」ホームページにて公開する。 ただし、担当課における配布は正午から午後 1 時までを除く午前 9 時から午後5時ま



 
 でとし、奈良県の休日を定める条例（平成元年 3 月奈良県条例第 32号）第 1 条に規定する県の休日を除く。 ※ 郵送による配布は行わない。 ※ 本件にかかる説明会は実施しない。 (3) 参加申込書の提出 令和８年度奈良県南部・東部市町村の人材確保に係る PR 活動支援業務委託公募型プロポーザル実施要領（以下「実施要領」という。）に示すところによる。 (4) 質問と回答 実施要領に示すところによる。 (5) 企画提案書の提出 実施要領に示すところによる。  ５． 受託候補者の選定 実施要領に示すところにより、審査基準に基づき、提出された企画提案書等について県が設置する審査会において審査を実施し、その審査結果により本業務の受託候補者を決定する。  ６． その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 (2) 本業務の提案に係る費用は応募者の負担とする。 (3) 提出された企画提案書等の返却は行わない。 (4) その他については、実施要領及び仕様書に示すところによる。  


